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渋谷区立玉川上水旧水路緑道指定管理者業務仕様書 

 

１ 件  名  

渋谷区立玉川上水旧水路緑道指定管理運営業務 

 

２ 履行期間  

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 公園概要  

（１）所在地及び公園面積 

以下、玉川上水旧水路緑道 6 か所をまとめて「公園」という。 

名称 所在地 公園面積 

渋谷区立玉川上水旧水路 笹  塚緑道 渋谷区笹塚一丁目地内 2,076 ㎡ 

渋谷区立玉川上水旧水路 大  山緑道 渋谷区大山町地内 4,48４㎡ 

渋谷区立玉川上水旧水路 幡ヶ谷緑道 渋谷区幡ヶ谷一丁目地内 5,771 ㎡ 

渋谷区立玉川上水旧水路 西  原緑道 渋谷区西原一丁目地内及び同二丁目地内 7,461 ㎡ 

渋谷区立玉川上水旧水路 初  台緑道 渋谷区初台一丁目地内 12,215 ㎡ 

渋谷区立玉川上水旧水路 代々木緑道 渋谷区代々木三丁目地内及び同四丁目地内 7,424 ㎡ 

（２）管理対象範囲 

指定管理業務の対象範囲は、区域内に位置する都市公園法第２条第２項で規定された各

種施設（以下「公園施設」という）とする。 

公園施設の管理開始時期及び詳細については、「平面図」(別添１)及び「建築図」（別添

２）を参照。 

ただし、玉川上水旧水路緑道笹塚公園便所と、有料自転車駐輪場および自動二輪車駐車

場については指定管理対象外とする。なお、利用者から問い合わせがあった場合は、区

へ内容を引き継ぐこと。 

（３）開閉園時間 

原則 24 時間（休園日無） 

 

４ 法令等の遵守  

指定管理者は、公園を管理運営し業務を行うにあたっては、本仕様書のほか、関係法令等に

従って管理業務を実施しなければならない。 

 

５ 管理運営方針  

（１）管理運営方針  

① 公園の特性を十分理解し、指定管理者が持つ経験を活かすとともに、創意工夫をしなが

ら、その特性を踏まえた適切な管理運営や管理水準を確保すること。 

② 公園において区民との協働を積極的に推進し、公園の運営や維持管理、環境教育や環境

保全等に寄与する活動を推進し、履行場所内において実施される渋谷区及び町会主催行

事に可能な範囲で協力すること。 



2 

 

③ 公園の利用や管理に対する多様な要望に応えるため、定期的に意見交換会を実施するな

どして、利用者の意見等を聴取し管理運営に反映させること。  

④ 公園の魅力向上を図ること。 

（２）維持管理方針  

      維持管理業務については、以下の点に配慮するとともに、適切な維持管理を行うこと。  

① 樹木類の管理（樹木、草地、地被植物等管理）は、各植物の特性に配慮し、四季折々の

美観が保たれるように実施すること。 

② 公園施設の位置、機能、特性を十分に把握した上で、全ての施設の機能を保持し、公園

利用者の安全かつ快適な利用を図るよう必要に応じて保守点検計画を作成・実施し、適

正な維持管理を行うこと。 

 

６  管理運営業務  

（１）運営体制の確保 

① 職員体制  

以下に掲げる業務に支障のないように管理組織及び管理要員を配置し管理運営にあたる

こと。 

② 研修 

管理要員の育成に努め、管理運営に必要な研修を適時実施すること。  

（２）管理運営業務内容  

① 運営業務  

ア 行為の許可 

渋谷区立都市公園条例（以下「条例」という。）第１１条（行為の制限）第 1 項及び第３

項に規定する行為の許可に関すること。条例第２１条（監督処分）に係るものは除く。  

イ 利用料金の納入・減免・還付 

条例第４０条及び渋谷区立都市公園条例施行規則（以下「規則」という。）第１１条に基

づく、使用料の減免に関すること。 

ウ 利用の禁止・制限措置  

条例第１４条（利用の禁止又は制限）に規定する公園の利用の禁止又は制限に関するこ

と。ただし、禁止又は制限措置をする場合は、あらかじめ区と協議し、区長の承認を得

ること。 

エ 防災対策 

公園利用者の安全確保に関すること。 

オ 防犯対策 

・公園利用者の防犯対策に関すること。詳細については区と協議し承認を得ること。 

・農園設置箇所については、防犯カメラによる防犯対策を講じること。 

・区が従前設置している防犯カメラは指定管理開始にあわせて区が撤去を行う。 

カ 利用指導業務 

公園利用者への利用案内、管理上支障となる行為や禁止されている行為に対する注意指

導など、利用指導に関すること。 
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キ 要望・苦情及び案内  

・公園に対する要望・苦情の処理に関すること。  

・公園利用者や区民から寄せられる要望、苦情に迅速かつ適切に対応し処理すること。 

・個人情報の扱いについては、十分注意すること。  

・要望や苦情の内容と処理結果については、記録簿を作成し、業務実績報告書の一部と

して区に月次報告すること。また、年度末には、集計したものを報告すること。  

指定管理者の管理権限が及ばない案件（施設の新設要望等）については、区に報告し、

協議すること。   

・公園へのアクセスや施設の利用方法など、公園利用に係る基本的情報やイベント情報

等をパンフレットやホームページなどにより提供し、公園利用者へ適切に案内するこ

と。 

② 園内施設の適正な管理  

・公園利用者が安全で快適に公園を利用できるよう適正な管理を行うこと。 

・園内巡回を行い、園内の状況を把握するとともに、他の公園利用者や近隣住民等の迷

惑、危険となる行為をしている者がいる場合には、適正かつ安全な利用を行うよう指

導すること。  

・不法占拠などの不適正な利用を現認した場合は、撤去、退去を指導するとともに、必

要に応じて区へ連絡し、対応を協議すること。 

・園内施設の管理運営上、利用者間の調整が必要な場合は、適切に調整すること。 

  ③ 区民やボランティア等との協働事業の推進  

・区民やボランティア団体等との連携・協働を図りながら公園管理の推進に努めること。 

・公園内で新たにボランティア活動の申入れがあった場合は、活動内容を確認し区と協

議すること。  

④ 自主事業 

・指定管理料以外の財源を活用し、本業務の実施を妨げない範囲で、公園のにぎわい創

出を図るための自主事業を実施することができる。 また、事業を行う場合は、占用料

金を区に収めることとする。 

・自主事業は公園利用にふさわしいものとし、実施に際しては、あらかじめ区と協議し、

必要な許可を得ること。 

⑤ 事故等緊急時の対応 

・事故等が発生した場合には、被害者の救済、保護、関係機関への通報、区への報告、

その他必要な措置を講ずること。 

・現場状況その他事故に関する情報を記録し、原因の究明と再発防止に努めること。 

⑦ 危機管理体制 

・警察署、消防署その他機関と日頃から連絡調整を十分に行い、連携を図ること。  

・事案ごとに対応方法と関係機関への連絡先を明確にして迅速に対応できるようにして

おくこと。 

⑧ 区及び区民が実施する事業への協力 

・事業実施の際は、実施事業者との調整・協議に協力すること。また実施後、樹木、地
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被植物、園路等の養生、回復に実施事業者の責任・負担のもと協力に努めること。  

 

７  公園施設維持管理業務  

（１）留意事項 

・安全面、衛生面、機能面の確保がなされるよう公園施設を適切に管理すること。  

・日常及び定期的な施設の点検と補修修繕、清掃などの保守管理を適切に行うこと。  

・設備の故障等、緊急時には迅速に対応できる体制を確保すること。  

・小規模な補修等においても公園利用者及び作業員等への安全確保に万全を期すこと。  

・落書き等を発見した場合は、直ちに区へ報告するとともに、現場を保持し区の指示を

仰ぐこと。ただし、落書きの内容に人権侵害の内容を含む場合は、適宜遮蔽すること。 

・電光掲示板の使用方法については、事前に区と協議を行い運用すること。 

① 園内清掃 

・園内清掃は、拾い清掃や掃き清掃を適宜組み合わせ、園路や側溝、園地をきれいな状

態に保つこと。  

・台風や大雨後、秋期の落葉等、特に清掃が必要な場合は、臨時的に清掃を行い、園内

をきれいな状態に保つこと。 

・維持管理上発生したゴミや土砂等については作業後速やかに集積し、廃棄物の処理及

び清掃に関する関係法令等に準じて適正に処分すること。 

・公園施設においては、必要に応じて水を使用し適切に清掃を行うこと。 

② 便所清掃 

・便所清掃は高頻度で行い、常に利用者が快適に過ごせるよう努めること。 

・利用者がいる場合には待機し、作業中はその旨を掲出すること。 

・適宜トイレットペーパーを補充し、常に予備がある状態にしておくこと。 

・清掃時には機器の動作確認等の点検作業を行い、常に正常な状態を維持すること。 

③ 排水・浸透施設清掃及び点検 

・側溝、排水桝、浸透桝、浸透管、汚水桝、人孔等の設備の性能を維持するため適宜点

検を行うとともに、溜まった土砂等を除去すること。 

・特に雨の多い時期や落葉の時期には確実に実施し、排水及び浸透機能を維持すること。 

④ 遊具清掃及び点検 

・利用者が快適に利用できるよう、清潔な状態を維持すること。 

・遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)に基づき点検し、点検結果を区に報告するこ

と。 

・日常及び定期的な遊具の維持管理を適切に行うこと。 

⑤ 給水、電気設備保守 

・給水設備及び電気設備を点検調整して良好な状態を維持するとともに、故障時には適

切に対処すること。 

⑥ 施設清掃、補修、修繕 

・管理事務所内については床や窓等の清掃を行い、常に利用者が快適に過ごせるよう努

めること。また、他の建物においても定期的に室内清掃を行い業務に支障が出ないよ
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う努めること。 

・建物内外の点検を行い、直ちに対応できないような異常があれば速やかに区に報告

し、対応策を協議すること。 

・正常に保持し、適正な利用に供するよう日常的な保守点検を行うとともに、部品交換

や施設の補修修繕を行うこと。なお、指定管理者の行う業務の範囲は以下のとおりと

する。 

ア 日常的な管理で必要となる消耗品や部品の交換  

イ １件あたり２００万円（税込）以下の施設修繕  

ウ 区との協議に基づいて執行される工事 

⑦ その他公園施設の点検 

・各種公園施設を点検調整して良好な状態を維持し、異常を発見した場合は、速やかに

区に報告するとともに、公園利用者の安全を確保すること。 

 

８ 植栽維持管理業務  

（１）留意事項 

① 植栽の管理にあたっては、「植栽管理基準（案）」（別添３）を最低限の水準として計画す

ること。公園の特性をよく理解し、道路、近隣の建物への影響等に留意すること。また

公園利用者の利便性と安全性を確保しつつ、清掃、病虫害防除、施肥、剪定、刈込、草

刈、支柱撤去・取替え等、植物の生育や育成に必要な作業を、適切な時期や方法を選び

実施すること。詳しい植栽の種類や数量については、「平面図」(別添１)を参照すること。 

② 除草剤及び殺虫剤等の薬剤は、原則として使用しないこと。やむを得ず使用する場合は、

区と事前に協議すること。  

③ 危険防止のため、枯損木や枯枝の早期発見と除去を行うこと。  

④ 全ての作業において、危険防止のための作業エリアを囲い、作業中であることを明示す

ること。特に公園利用者が多いエリアでの作業にあたっては、適宜、誘導員を配備する

などして、安全確保に努めること。  

⑤ 植栽維持管理上発生した、伐採枝、刈草、落葉等については作業後速やかに集積し、廃

棄物の処理及び清掃に関する関係法令等に準じて適正に処分すること。 

（２）管理の水準  

① 植込地及び草地管理  

ア 除草清掃  

・除草跡はきれいに清掃すること。  

イ 草刈  

・均一に刈払い、つる性雑草は除去する。刈跡はきれいに清掃すること。  

② 樹木管理  

ア 樹木剪定  

・基本剪定及び軽剪定等を、剪定の必要性や樹種特性に応じて、最も適切な時期と方法

で行うこと。 

・花木類の剪定は、花芽の分化時期や着生位置に注意すること。  



6 

 

イ 施肥  

・施肥を行う際は、樹種特性や施肥の種類（寒肥、追肥等）を考慮し、最も効果的な方

法で行うこと。  

ウ 病害虫防除  

・病害虫発生の早期発見に努め、極力、薬剤を使用せず、剪定防除や捕殺により防除を

行うこと。  

・薬剤防除が必要になった場合には、農薬取締法等の関連法規やメーカーの使用安全基

準を遵守するとともに、区と協議すること。協議した結果、薬剤を散布する必要が生

じた場合には、近隣住民や公園利用者等に事前に周知を行うとともに、健康被害の防

止に十分配慮すること。  

エ 枯損木撤去 

・枯損木及び生育不良樹木を発見した場合は、必要に応じ樹木診断等を実施すること。  

・枯損木等撤去は、原則として伐採、伐根及び補植とすること。  

・生育不良樹等については、樹勢回復、延命措置、倒木の危険性等を総合的に考慮し、

やむを得ない場合に限り撤去を行うこと。撤去にあたっては公園利用者等に事前周知

を行うこと。  

オ 支柱管理  

・不要になった支柱は速やかに撤去すること。また、必要な支柱が破損している場合に

は取り替えること。 

カ 樹木等への灌水  

・植栽帯内に設置してある潅水装置を適切に管理し、設置が無い場所については、必要

に応じて適宜、樹木や草花に灌水を行うこと。 

キ 果樹等の管理 

・果樹等、有用な実のなる樹木については、品種に応じて適期に摘果等の作業を行い、

良好な状態を保ち、適切に処理を行うこと。 

ク 樹木点検  

・東京都建設局発行の「令和３年度 街路樹診断等マニュアル」に基づき、樹木点検を

実施し報告すること。 

・事故につながる危険性のある問題等が発見された場合、速やかに区へ報告し、対応策

を協議すること。 

ケ 経過観察中の樹木について 

  診断結果に基づく樹木の対応をこれまで実施しており、指定管理開始後も引き続き診断

等を適切に行い、対応を継続すること。なお、最新の診断結果と対応方針については「樹

木診断結果等書類」（別添４）を参照すること。 
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９ 農園等の維持管理運営業務  

（１）目的 

再整備コンセプトである「FARM＝地域における多様な活動を育むこと」を達成するた

めの一つの工夫として、現状の豊かな自然を活かし、地域の方々が土や自然に触れ、作

物の成長など様々な共通体験を通じた交流や、食を通じた体験により多世代がつながる

場を目指す。 

（２）基本的な考え方 

① コミュニティ農園 

参加者の募集、作物の育成補助、コミュニティ醸成補助などを行うものとする。 

② コミュニティ花壇 

栽培を行う植物については、食用のものを除く。そのほかの運用についてはコミュニテ

ィ農園と同様な運営方法を基準とする。 

③ はぐくむ広場 

花壇、農園、土遊びが出来る場所とし、誰もが集えるスペースを基本的な機能として運

用する。 

各施設の詳細な運営については「コミュニティ菜園運用方針（案）」(別添５)を参照する

こと。 

（３）共通事項 

① 開園時間 

・原則 24 時間（休園日無、農園等の作業時間は７時から 20 時） 

② 管理事務所の営業時間 

・原則 8 時 30 分から 17 時  

・緊急時に、電話対応や現場での緊急対応ができるような体制を整備する。 

③ 農機具や倉庫の鍵の管理 

・必要な農機具については、「コミュニティ菜園運用方針（案）」(別添５)を参考にして、

指定管理者で用意するものとする。 

・農機具や倉庫の鍵の保管、貸出し方法、貸出し時間等については、提案の上、区と協

議し決定する。 

④ 人員配置 

・近隣住民や利用者が安全かつ安心して農園を利用できるように配置をする。 

⑤ 管理台帳の作成 

・園内利用者の利用状況や利用履歴の管理を行う。 

⑥ HP の開設や各種 SNS の活用、チラシ作成、園内マップの作成 

・専用の HP や各種 SNS を開設し、農園の利用案内やその他情報発信を行うこと。ま

た、近隣住民へのチラシ配布等も必要に応じ積極的に行う。園内マップを作成し、来

園者がトイレや水飲み場、農園等の位置を把握できるよう掲示する。 

⑦ 自主事業の実施 

・公園のにぎわいの創出及び魅力向上に繋がるような、イベントを開催する。 
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⑧ 不法行為等への対応 

・不法占用や違法駐車等、法令に基づく禁止行為又は制限行為に該当するとみなされる

行為を発見した時は、指導を行う。また、必要に応じて警察への通報等適切な対応を

取る。 

⑨ 砂埃対策 

・周辺の物件や近隣住民に迷惑のかからないよう、砂埃への対策をする。 

⑩ 課題等への対応 

・課題が発生した場合、対応策等があれば提案すること。 

⑪ マニュアル作成 

・利用者、スタッフ両方の農園利用マニュアルを実証実験の結果をもとに作成する。特

に農作物育成についてのマニュアルは配布できるものを整備すること。 

 

１０  報告等業務  

（１）年間事業実施計画書等の提出  

① 次に掲げる事項を記載した年度事業計画書を作成し、区の承認を得ること。 

・事業計画  

・収支予算 （指定管理業務と自主事業の会計を分けること） 

・その他区が指示する事項を記載した書類   

② 月ごとの業務実績報告書及び収支を含む年度ごとの業務実績報告書を作成し、区に提出

すること。また、以下の資料を備えておき、各種記録の詳細は区と協議すること。これ

らの記録類及び作業記録写真は指定期間中保存し、区から請求のあった際は、速やかに

提示できるようにすること。指定期間終了時には、データ化し区へ引き継ぐこと。  

・管理運営方針 

・職員体制表 

・要望苦情処理等記録簿の台帳 

・月次業務報告書 

・施設利用者アンケート等の調査書 

・緊急事態対応マニュアル 

・個人情報の取扱いに関する取扱要領 

・事故等報告書  

・被害状況及び巡回実績報告書 

・公園利用者数  

③ 計画に変更があるときはその内容を区に提出し、あらかじめ承諾を得ること。  

（２）利用者に対するアンケート等の実施 

利用者の利便性向上の観点から公園に対する意見･要望等を把握し、管理運営方針の検

討や業務改善に活かすため、利用者に対するアンケート等の内容を事前に区と協議し、

区へ報告すること。 

 

１１ その他業務  
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（１）保険 

公園の管理運営業務を実施するにあたり、指定管理者は施設賠償責任保険等に加入しな

ければならない。 

① 保険（施設賠償責任保険、イベント傷害保険、自動車保険等）に加入すること。 

② 施設運営にあたり、利用者に損害が生じた場合の損害賠償額を担保するため、必ず施設

賠償責任保険に加入すること。 

②  指定管理者は、事業参加者等が加入するための傷害保険を用意すること。 

④ 指定管理者が行う業務遂行上の瑕疵に起因する事故等の賠償（補償）保険については、

指定管理者が加入しなければならない。  

（２）損害賠償  

① 指定管理者は、本業務の実施について、自己の責に帰すべき理由により区又は第三者に

損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。  

② 指定管理者の責に帰すべき理由により指定管理者の指定が取り消された場合において、

区又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。  

（３）経理  

    業務を実施するにあたり、公の施設の管理であることに鑑み、収入・支出に関する諸帳

簿の作成、証拠書類の整理保管、備品台帳の整備等、その経理に関しては、区が必要と

認めた場合、掲示しなければならない。  

① 経理規程  

経理事務責任者や金銭の保管など経理事務の方針や体制等の規定を定めて、区が必要と

求めた場合、掲示しなければならない。  

② 独立した会計帳簿  

独立した会計帳簿と専用の口座により、本業務に関する会計とその他の会計を分けて管

理すること。 

（４）業務記録  

     業務の遂行にあたっては、日誌、写真を撮るなどの記録の作成、整理保存に努め、区か

らの要請があった際は、速やかに提示できるようにすること。特に、要望苦情処理記録

の台帳を区と協議して整備すること。  

① 要望苦情処理記録に関する項目  

日時  

施設名  

整理番号  

依頼者名、連絡先等  

受け者  

苦情種別  

内容  

調査内容、調査日、調査実施者  

状況写真  

処理内容  
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図面  

経過 等 

（５）関係書類の保存  

指定管理者は、本業務に関する文書等を指定期間中保存しなければならない。指定管理

者は、協定期間の終了又は指定の取り消しを受けた場合は、区の指示した文書等を引き

渡すものとする。 

（６）監査への協力 

区が監査委員等による監査を受けるにあたり、指定管理者に対して帳簿書類その他の記

録の提出及び当該監査への関係者の出席を求める場合には、これに従うものとし、誠実

に対応を行うこと。 

（７）区の業務への協力  

区が主催、共催及び後援する業務（安全点検、防災訓練など）へ支援・協力すること。  

（８）秘密の保持  

本仕様書の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。  

（９）モニタリング  

業務実施報告書に記載の状況について、区と協議の上、適宜モニタリングを実施するこ

と。モニタリングの内容については、区と事前に協議を行うこと。  

（１０）個人情報の保護 

① 本業務を実施するために個人情報を取り扱う場合は、個人情報の適正な管理のために必

要な措置を講じるほか、個人情報の保護に関する法律、渋谷区個人情報の保護に関する

法律施行条例及びその他の関係法規を遵守すること。 

・第三者への委託の禁止又は制限 

指定管理者は、個人情報を取り扱う事務の処理は自ら行うものとする。ただし区の承

認を得たときは、この限りでない。  

・目的外の利用等の禁止  

指定管理者は、本仕様書の履行に関して知り得た個人情報及び区から提供又は貸与さ

れた個人情報が掲載された書類等を本業務の目的以外に利用し、又は第三者に提供し

てはならない。  

・複写又は複製の禁止  

指定管理者は、本仕様書の履行に関して知り得た個人情報及び区から提供又は貸与さ

れた個人情報が掲載された書類等を区の承認なく複写又は複製してはならない。  

・返還義務  

指定管理者は、本仕様書の履行に関して知り得た個人情報及び区から提供又は貸与さ

れた個人情報が掲載された書類等を本業務完了後、速やかに区に返還しなければなら

ない。  

・事故報告義務 

指定管理者は、本仕様書の履行に関して知り得た個人情報及び区から提供又は貸与さ

れた個人情報が掲載された書類等の内容を漏えい、き損又は滅失した場合は、区に速

やかに報告し、その指示に従わなければならない。  
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・取扱要領等の作成  

指定管理者は、個人情報の適正な管理の確保を図るため、個人情報の取扱いに関する

取扱要領等を作成し、区と協議して報告しなければならない。  

② 個人情報の保護については、協定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後におい

ても遵守するものとする。 

（１１）情報セキュリティ 

「渋谷区情報セキュリティポリシー遵守事項」（別添６）に基づき、指定管理者において

セキュリティ対策を図り、区と協議して対応すること。   

（１２）業務の引継ぎ  

① 指定管理者は、協定期間が終了したとき並びに地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規

定により指定を取り消されたときは、公園の管理運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、

後任の指定管理者等に対して業務の引継ぎを最大限の努力をもって行うものとする。  

② 新たな指定管理者にとって業務引継ぎは、指定管理期間開始後の確実な業務遂行の準備

行為であるため、指定管理業務には含めないこととし、別途指定管理料は支払わない。  

（１３）環境対策  

本業務の実施にあたり、省エネルギー、省資源、ごみ減量化・リサイクル、グリーン調

達において環境配慮行動に取り組むこと。  

（１４）広告事業  

広告事業については、公園利用者を対象としたものとして、景観等に配慮した規模、デ

ザイン配置にし、事前に区と協議すること。 

（１５）他の工事との関係  

指定管理区域内において、区及び指定管理者以外の者が工事を行う場合には、当該施工

者、区、指定管理者による協議を行った上、工事を実施する。  

（１６）その他留意事項  

① 区は、本事業実施上、緊急かつ必要と認められるものについては、指定管理者に対して

臨機の処置を講ずるよう求めるとともに、その処置について報告させることができるも

のとする。  

② 区は、事業の実施結果が、本仕様書の内容に適合しないと認めたときは、理由を示して

その運営の変更を求めることができるものとする。この場合の費用は、指定管理者の負

担とする。  

③ 本仕様書に定めのない事項又は事業の実施にあたって疑義が生じた場合は、区と指定管

理者が協議してこれを定めるものとする。 

 

１２  備品・消耗品の使用等  

（１）使用及び購入について  

① 管理業務に必要な区の所有物品を指定管理者に使用させるものとする。  

② 管理業務の実施に必要な備品、消耗品は、指定管理者が指定管理料により購入すること。  

（２）管理について  

① 備品、消耗品等で現に設置されているもの以外で、業務に必要と思われるものについて
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は、指定管理者が調達し、適正に管理すること。 

② 指定管理業務に要する備品をⅠ種～Ⅱ種に分類し、Ⅰ種に該当する備品の購入費を指定

管理料に含め、指定管理者に預けるものとする。購入した備品は区の備品として、指定

管理者が適切に管理できるよう明確にすること。 

③ 日常的な管理で必要となる消耗品の交換を行うこと。所有物品の数量、使用場所、使用

状況等を把握し報告すること。 

③ 所有物品について、次のようなことを行ってはならない。  

ア 他の用途に使用又は廃棄すること。  

イ 加工、改良等を加えること。  

【備品の分類】 

○ 備品(Ⅰ種)・・・区が用意するもの及び、区の経費負担で、指定管理者が購入する備品

（区の財産） 

○ 備品(Ⅱ種)・・・指定管理者が事業やサービスの質を向上させるために自らの負担と責

任で購入する備品 

※ 備品（Ⅱ種）について 

指定管理業務に要する備品は原則としてⅠ種を用いることとするが、指定管理者が事業

やサービスの質を向上させるために、自らの負担と責任で備品を購入することは妨げな

いものとする。Ⅱは指定期間満了の際に、施設の原状回復を行う場合は撤去しなければ

ならない。ただし、区や次期指定管理者の要求により、今後も必要とされるものについ

ては、協議の上で合意があれば譲渡することができるものとする。 

（３）取扱責任者 

   所有物品の管理を適正に行うため、取扱責任者を配置すること。  

（４）その他  

① 公園施設に設置されている備品については、備品台帳を作成し、適正な管理を行うこと。 

② 亡失、重大な損傷、その他事故があったときは、区へ報告をしなければならない。  

④  必要に応じて修繕を行うこと。 

 

 

１３ 公共料金に関する業務  

電気、水道・下水道等の公共料金の契約手続き及び支払いを行うこと。また、日常の管

理にあたっては、節電、節水に努力すること。  

（１）年度区分等  

指定期間終了後に支払いが発生することを防ぐため、支払いの際の年度区分は支払期限

日の属する年度とし、期別・月別区分の取扱いも同様とする。  

（２）料金改定 

料金の改定があった場合は、年度単位で区と協議を行う。 

 

１４ 管理の体制  

（１）緊急時の対応 
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① 公園内で事故や地震・豪雨・台風・大雪・火災など、災害等の緊急事態が発生した場合、

速やかに必要な措置を講じるとともに、区及び警察署・消防署・医療機関等の関係機関

に対して緊急事態発生の旨を通報すること。 

② 事故等が発生した場合、速やかに原因調査し報告すること。  

③ 緊急事態が発生した場合に備えて、区と協議し、対応マニュアルの作成や災害時におけ

る非常警戒配備態勢を整えておくこと。 

（２）施設管理者としての責務  

① 行政機関、地域への協力活動 

区その他の行政機関が実施する震災対策事業及び区民が協働して行う地域の復興に関す

る活動に協力するとともに、事業活動にあたっては、その社会的責任を自覚し、震災の

防止、震災後の区民生活の再建及び安定並びに都区の復興を図るため、最大の努力を払

うこと。 

② 安全確保 

震災時の被害を防止するため、来園者、従業者等及び事業所の周辺地域における住民（以

下「周辺住民」という。）並びにその管理する施設及び設備について、その安全の確保に

努めること。 

③ 従業者への安全対策 

あらかじめ、従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、従業者に対して、家族等と

の連絡手段を確保すること、避難の経路、場所及び方法並びに徒歩による帰宅経路の確

認等の周知徹底に努めること。  

④ 震災対策活動  

管理する事業所の周辺地域における震災を最小限にとどめるため、周辺住民に対する震

災対策活動の実施等、周辺住民等との連携及び協力に努めること。 

（３）平時からの取組  

迅速かつ的確な災害対応を行うため、区と指定管理者は、災害時における当該施設の位

置付けや、互いの初動対応について共通認識を持ち、防災訓練を行うなど、平時から災

害対応に向けた連携を図ることとする。  

（４）区の災害対応への活動  

① 区が行う救助・救急活動に対する協力。  

② 避難誘導等、利用者の安全確保。  

③ 要援護者に対する支援。  

③ 公園に避難した住民等の援護救援。 

⑤ 前各号に掲げるもののほか、区が協力要請をした業務活動。  

（５）災害応急活動等に係る費用負担  

① 区の要請に基づき、協力業務を指定管理者が実施した場合、区が必要と認めた費用は、

区が負担するものとする。  

② 指定管理者は、協力業務終了後、当該業務に要した費用につき区と協議を行い、これを

区に対して請求するものとする。   
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１５ 第三者評価の実施  

渋谷区が承認した第三者評価機関による指定管理業務の実施に係る以下の評価項目を基

に、毎年度受けること。 

（１）安定的経営姿勢・運営実施体制 

（２）平等利用の確保 

（３）コンプライアンス 

（４）施設の効用の最大限発揮 

（５）管理経費の縮減 

（６）安全管理 

（７）地域交流 

（８）その他特記事項・追加評価項目 

 

１６ その他  

この仕様書に疑義が生じたとき又は定めのない事項については、区と十分に協議し解決する。 
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